
令和７年度 第１回酒々井町上下水道事業運営審議会会議録 

 

１．日 時：令和７年７月３０日（水）１４時～１５時５５分 

２．場 所：尾上浄水場 ２階会議室 

３．出 席：【委員】 

加瀬会長、江澤副会長、竹尾委員、齊藤委員、鱒渕委員、 

三室委員(印旛沼下水道事務所長) 

欠席：大谷委員、小池委員、北野委員、櫻井委員 

      【町】 

       小坂町長、(事務局)伊藤参事、仁和副主査、室谷主任主事、鬼丸主幹 

 

事 務 局  定刻となりましたので、ただいまより、令和７年度、第１回酒々井町上下水道事

業運営審議会を開会いたします。 

本日進行を務めます、業務班の鬼丸と申します。よろしくお願いいたします。 

初めに事務局よりご報告いたします。 

当審議会委員について、４月より印旛沼下水道事務所長となられました、三室賢

治様へ新たに委員をお願いいたしましたので、ご報告いたします。 

それでは、次第に沿って、会議を始めさせていただきます。 

 

加瀬会長 皆さんこんにちは。お暑い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

本日は令和６年度の水道事業会計決算及び事業報告書(案)、並びに下水道事業会

計決算及び事業報告書(案)、更に地域再生計画の中間評価(案)についてご審議いた

だくことになっております。７月１日から下水道使用料の改定が施行されたところ

ですが、令和６年度の決算資料を見ると赤字決算が計上されており、先の運営審議

会で答申しました料金改定は必要であったと承知するところであります。上水道下

水道、両事業におきまして長く安定した事業を継続し、それを支えるためにも私た

ちは常に的確な判断が求められるものと考えます。委員の皆様方に置かれましては

引き続き的確で慎重なご審議をいただきますよう重ねてお願い申し上げまして、私

の挨拶とさせていただきます。 

 

事 務 局 ありがとうございました。 

続きまして、続きまして、委嘱状の交付に移らせていただきます。 

 

 ≪三室委員に委嘱状交付≫ 

事 務 局 ありがとうございました。 

続きまして、小坂町長よりご挨拶申し上げます。 

 

町 長 審議委員の皆様方、大変お暑い中、お集まりいただきまして大変ありがとうござ 



町 長 います。皆様方から忌憚のないご意見をいただき、また、印旛沼下水道事務所の三

室所長には学識的な意見を賜れればと思っておりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

皆様方のご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

事 務 局  ありがとうございました。 

 それでは議事に移ります。議長は、酒々井町上下水道事業審議会設置条例第５条

第１項により、会長があたることとなっておりますので、加瀬会長にお願いいたし

ます。 

 

加瀬会長 では議長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

本日は３件の議案が出されておりまして、はじめに、（１）令和６年度酒々井町水

道事業会計決算及び事業報告書(案)について、事務局の説明をお願いします。 

 

参 事 それでは、令和６年度酒々井町水道事業決算及び事業報告について、ご説明させ

ていただきます。 

(配付資料により説明) 

 

加瀬会長 ただ今の事務局の説明に対しまして、ご意見、ご質問等のある方は挙手をお願い

いたします。 

 

齊藤委員  水道事業においては、今の状況は赤字と考えてよろしいですか。 

 

参 事 決算書３ページの「経営指標」に示してございます。基準が１００％のところ、

経常収支、料金回収率ともに１００％を超えており、いまのところ健全性を保って

いると考えております。 

 

齊藤委員  資本的収支の令和６年度と５年度を比較すると大きな開きがあるが、これを説明

する資料はありませんか。 

 

参 事  資本的支出は主に東酒々井地先配水管布設替工事に係るものでございますが、設

備の更新については年度ごとに規模が違うため、年度ごとに金額は大きく変わりま

す。資本的収入は企業債の借り入れを工事等に併せて借り入れ、不足分は内部留保

を充てる、ということでご理解いただきたいと思います。 

 

齊藤委員  ５年度の資本的支出と６年度の資本的支出を比べた場合、どうしてこんなに違う

のか教えていただきたい。 



 

事 務 局  令和５年度は工事が１０本、令和６年度は工事が４本なので、金額にこれだけの

開きがあります。 

 

齊藤委員  ７年度以降の工事予定とか記した資料はないのですか。 

 

参 事  この場では用意してございません。 

 

江澤副会長  留保資金はどのくらいありますか。 

 

参 事  貸借対照表の「流動資産」、現金預金が９億３,３６７万３,８０８円となります。 

 

竹尾委員  ６ページの「配水及び給水費」ですが、６年度と５年度でかなり開きがあるので、

その理由を教えていただきたい。 

 

事 務 局  ８年ごとの交換を行う「量水器交換業務委託」の対象個数が５年度と比べ６年度

は倍近くあったため委託料が増額となっております。漏水工事件数は少し増えた程

度ですが、配水ポンプ盤の点検整備を実施したため、修繕料が増額となっておりま

す。 

 

竹尾委員  事業収入のことですけど、町内に工場が進出する話を聞いていますけど、見通し

はどうですか。 

 

参 事  現時点の情報では「近い将来」と聞いております。実現した場合、井戸の取水だ

けでは賄えないため、印旛広域水道からの受水量を増やす必要がありますので、そ

の点を注意しながら調整していきます。 

 

加瀬会長  他にご質問等ございませんか…他に質問はないようですので、議題（１）令和６

年度酒々井町水道事業会計決算及び事業報告書(案)につきましては、原案のとおり

認定することについて、ご異議ございませんか。 

 

委員一同  （「異議なし」の声） 

 

加瀬会長 それでは異議なしというご発言を受けまして、原案どおり認定することに異議が

ないと認めます。町長に答申することと決定いたします。 

次に、議題（２）令和６年度酒々井町下水道事業会計決算及び事業報告書(案)に

ついて審議いたします。 

 



参 事  それでは、お手元の令和６年度酒々井町下水道事業決算及び事業報告書(案)に基

づいて、ご説明させていただきます。 

(配付資料により説明) 

 

加瀬会長  ただいまの説明に対しまして、ご意見ご質問のある方は挙手をお願いします。 

 

三室委員 ３ページの指標で経費回収率が１００いかないとのことですが、令和７年７月の

料金改定によって１００を目指す形でやられているのですか。 

 

参 事  今回の料金改定は３年間で９３％程度の料金回収率を見込んで設定しておりま

す。料金は３年ごとに見直しを図りたいと考えております。 

 

齊藤委員  成田空港が拡張されますよね。それに伴って町に影響があると考えていますか。 

 

参 事  上下水道の整備につきましては、全体的なインフラ整備の中の１つとなってまい

りますので、町の方針に沿って計画するものでごさいますので、独自の計画は現在

ございません。 

 

加瀬会長 あとはございませんか。 

質問がないようですので、令和６年度下水道事業会計決算及び事業報告書(案)に

ついて、原案どおり認定することについて、ご異議ございませんか。 

 

委員一同  （「異議なし」の声） 

 

加瀬会長 それでは、原案どおり決定することに、異議がないと認めます。町長に答申をす

ることに決定いたします。 

次に、議題（３）下水道事業地域再生計画の中間評価書(案)について意見を求め

ることについて、事務局より説明をお願いいたします。 

 

参 事  それでは３つめの議題としまして、酒々井町下水道事業におきます地域再生計画

の中間評価調書(案)について、皆様からご意見をいただきたく、ご提案させていた

だいてございます。 

(配付資料により説明) 

 

加瀬会長  ただいまの説明に対しまして、ご質問、ご意見等ございましたら、挙手をお願い

したいと思います。 

 

江澤副会長 酒々井インターチェンジから国道２９６号線に出る間の整備状況を教えていた



だきたい。企業誘致の場所でもあるので、地方創生に係る今後の整備計画もあれば

お聞かせください。 

 

事 務 局  酒々井インターの出口付近については事業計画に入っておりませんが、２㎞圏内

ということで国道２９６号線沿いのうち、オガワのピーナッツ付近は整備が終わっ

ております。 

 

江澤副会長 企業誘致を考えているのであれば、計画に入っていないところは入れる必要があ

ると思います。 

 

参 事 具体的な整備や計画区域への編入等、町全体でこれから見直すことになると思い

ますので、今後検討してまいりたいと思います。 

 

齊藤委員  町が計画している事業を実施する場合、「地方創生汚水処理施設整備推進交付金」

が交付される、という解釈でよろしいですか。 

参 事  「地域再生計画」全体の中で、それに沿った交付金があれば使える、というご理

解でよろしいかと思います。その中で上下水道課は「水質浄化に関する汚水処理施

設整備」に関する部分のところを交付いただいて行っている、ということでござい

ます。 

加瀬会長  他にはご意見、ご質問等ございませんか。 

 それでは、ないようですので、議題３の酒々井下水道事業地域再生計画中間評価

調書(案)については、原案どおり報告することに、ご異議ございませんか。 

 

委員一同  （「異議なし」の声） 

 

加瀬会長 それでは地域再生計画評価書につきましては、原案どおり報告されることに認定

いたしました。 

以上をもちまして、本日の議題の審議は全て終了いたしました。これにて議長の

任を解かせていただきます。ありがとうございました。 

 

事 務 局 会長ありがとうございました。 

それでは次第の６、その他に移りますが、特にございませんので、以上をもちま

して令和７年度第１回酒々井町上下水道事業運営審議会を閉会いたします。 

長時間にわたりお疲れ様でした。 

 

 


